
２８第１８号議案  

 

指定公立国際教育学校等管理法人による愛知県立愛知総合工科高等 

学校の専攻科の管理に関する条例施行規則の制定について 

このことについて、指定公立国際教育学校等管理法人による愛知県立愛知総合工

科高等学校の専攻科の管理に関する条例施行規則を制定したいので、別添案を添え

て請議します。 

平成２８年３月２８日提出 

 

教育長 野 村 道 朗   

 

説 明 

この案を提出するのは、指定公立国際教育学校等管理法人による愛知県立愛知総

合工科高等学校の専攻科の管理に関する条例の制定に伴い、条例の施行に関し必要

な事項を定めるため必要があるからである。 



指
定
公
立
国
際
教
育
学
校
等
管
理
法
人
に
よ
る
愛
知
県
立
愛
知
総
合
工
科
高
等
学
校
の
専
攻
科
の
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
制
定
の
概
要

 
  第
１
 
制
定
の
概
要
・
理
由
 
 
 
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
に
基
づ
く
区
域
計
画
の
認
定
を
受
け
て
、
愛
知
県
立
愛
知
総
合
工
科
高
等
学
校
の
専
攻
科
の
管
理

を
指
定
公
立
国
際
教
育
学
校
等
管
理
法
人
（
指
定
管
理
法
人
）
に
行
わ
せ
る
た
め
、
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
。

 
 第
２
 
制

定
の

内
容
 
 
 
１
 
指
定
の
手
続
に
お
い
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
指
定
管
理
法
人
業
務
の
範
囲
、
指
定
の
期
間
、
指
定
の
申
請
の
方
法
、
選
定
に
係
る
審
査
の
基
準
等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
 
指
定
の
申
請
書
類

 
指
定
管
理
法
人
指
定
申
請
書
（
様
式
第
一
）、

寄
附
行
為
又
は
定
款
、
登
記
事
項
証
明
書
、
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計

算
書
等
、
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３
 
名
称
等
の
変
更
の
届
出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1
) 
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
代
表
者
等
、
寄
附
行
為
又
は
定
款
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

名
称
等
変
更
届
出
書
（
様
式
第
二
）
を
提
出
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2
) 
専
攻
科
の
管
理
を
担
当
す
る
役
員
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
専
攻
科
管
理
担
当
役
員
変

更
届
出
書
（
様
式
第
三
）
を
提
出
す
る
。
 

４
 
愛
知
県
立
学
校
管
理
規
則
・
愛
知
県
立
高
等
学
校
学
則
の
適
用
に
関
す
る
特
例

 
既
存
の
教
育
委
員
会
規
則
で
規
定
す
る
「
校
長
」・
「
学
校
」
等
の
字
句
を
「
責
任
者
」・
「
専
攻
科
」
等
の
字
句
に

読
替
え
る
こ
と
に
よ
り
、「

校
長
」
の
役
割
を
指
定
管
理
法
人
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
「
責
任
者
」
の
役
割
と
す
る
こ
と

に
よ
り
、
専
攻
科
に
お
け
る
指
定
管
理
法
人
の
独
立
性
を
確
保
す
る
。

 
※
 
読
替
え
部
分
の
対
照
表
は
別
紙
の
と
お
り
。

 
 第
３
 
施

行
期

日
 
 
 
平
成
２
８
年
４
月
１
日
（
愛
知
県
立
学
校
管
理
規
則
等
の
適
用
に
関
す
る
特
例
の
規
定
は
、
平
成
２
９
年
４
月
１
日
）
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（
愛
知
県
立
学
校
管
理
規
則
の
読
替
え
）
 

条
項

 
現
在
の
規
則
条
文

 
読
替
え
後
の
規
則
条
文

 

第
三
条

 
校
長
は
、
前
条
の
教
育
課
程
及
び
指
導
の
重
点
目
標
を
定
め
た
と
き
は
、
教
育

委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

責
任
者
は
、
前
条
の
教
育
課
程
を
校
長
が
編
成
し
た
と
き
及
び
指
導
の
重
点
目

標
を
定
め
た
と
き
は
、
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
四
条
第
一
項

 
校
長
は
、
教
育
活
動
の
一
環
と
し
て
実
施
す
る
修
学
旅
行
、
水
泳
、
登
山
、
対

外
競
技
そ
の
他
の
学
校
行
事
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
よ

り
企
画
し
、
及
び
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

責
任
者
は
、
教
育
活
動
の
一
環
と
し
て
実
施
す
る
修
学
旅
行
、
水
泳
、
登
山
、

対
外
競
技
そ
の
他
の
学
校
行
事
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に

よ
り
企
画
し
、
及
び
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
六
条

 
学
校
の
休
業
日
を
変
更
す
る
場
合
（
授
業
日
と
休
業
日
を
相
互
に
振
り
替
え
る

場
合
を
含
む
。）

は
、
校
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 
 

専
攻
科
の
休
業
日
を
変
更
す
る
場
合
（
授
業
日
と
休
業
日
を
相
互
に
振
り
替
え

る
場
合
を
含
む
。）

は
、
責
任
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
七
条

 
校
長
は
、
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 
一
 
事
故
に
よ
る
死
亡
そ
の
他
重
大
な
事
故
が
生
じ
た
と
き
。

 
 
二
 
退
学
処
分
そ
の
他
重
大
な
処
分
を
行
つ
た
と
き
。

 
 

責
任
者
は
、
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
と

き
は
、
速
や
か
に
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 
一
 
事
故
に
よ
る
死
亡
そ
の
他
重
大
な
事
故
が
生
じ
た
と
き
。

 
 
二
 
退
学
処
分
そ
の
他
重
大
な
処
分
を
校
長
が
行
つ
た
と
き
。

 

第
八
条

 
学
校
に
お
い
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
検
定
を
経
た
教
科
用
図
書
及
び
文
部
科
学

大
臣
が
著
作
権
を
有
す
る
教
科
用
図
書
以
外
の
教
材
を
特
定
の
集
団
全
員
に
対

し
計
画
的
か
つ
継
続
的
に
使
用
さ
せ
る
場
合
は
、
校
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育

委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

専
攻
科
に
お
い
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
検
定
を
経
た
教
科
用
図
書
及
び
文
部
科

学
大
臣
が
著
作
権
を
有
す
る
教
科
用
図
書
以
外
の
教
材
を
特
定
の
集
団
全
員
に

対
し
計
画
的
か
つ
継
続
的
に
使
用
さ
せ
る
場
合
は
、
責
任
者
は
、
あ
ら
か
じ
め

教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
十
三
条
第
一
項

 
校
長
は
、
校
務
分
掌
に
関
す
る
組
織
を
定
め
、
所
属
職
員
に
分
掌
を
命
じ
、
校

務
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

責
任
者
は
、
指
定
管
理
法
人
業
務
分
掌
に
関
す
る
組
織
を
定
め
、
所
属
職
員
に

分
掌
を
命
じ
、
指
定
管
理
法
人
業
務
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
十
三
条
第
二
項

 
校
長
が
校
務
分
掌
に
関
す
る
組
織
を
定
め
た
と
き
は
、
教
育
委
員
会
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

責
任
者
が
指
定
管
理
法
人
業
務
分
掌
に
関
す
る
組
織
を
定
め
た
と
き
は
、
教
育

委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
十
四
条

 
校
長
は
、
所
属
職
員
に
つ
い
て
死
亡
そ
の
他
重
要
と
認
め
る
事
項
が
生
じ
た
と

き
は
、
す
み
や
か
に
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

責
任
者
は
、
所
属
職
員
に
つ
い
て
死
亡
そ
の
他
重
要
と
認
め
る
事
項
が
生
じ
た

と
き
は
、
す
み
や
か
に
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

別
 
紙
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第
十
九
条

 
校
長
は
、
非
常
変
災
が
発
生
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
状

況
に
応
じ
て
、
人
命
の
安
全
並
び
に
学
校
の
施
設
及
び
設
備
（
備
品
を
含
む
。

以
下
同
じ
。）

の
保
全
を
図
る
た
め
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

責
任
者
は
、
非
常
変
災
が
発
生
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

状
況
に
応
じ
て
、
人
命
の
安
全
並
び
に
専
攻
科
の
施
設
及
び
設
備
（
備
品
を
含

む
。
以
下
同
じ
。）

の
保
全
を
図
る
た
め
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 
第
二
十
条

 
校
長
は
、
学
校
の
施
設
及
び
設
備
の
管
理
を
総
括
し
、
常
に
現
況
を
明
か
に
し

て
お
く
と
と
も
に
、
そ
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

責
任
者
は
、
専
攻
科
の
施
設
及
び
設
備
の
管
理
を
総
括
し
、
常
に
現
況
を
明
か

に
し
て
お
く
と
と
も
に
、
そ
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
二
十
一
条

 
校
長
は
、
毎
年
度
学
校
の
防
火
及
び
警
備
に
関
す
る
計
画
そ
の
他
学
校
の
施
設

及
び
設
備
の
管
理
に
関
す
る
計
画
を
定
め
、
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 
 

責
任
者
は
、
毎
年
度
専
攻
科
の
防
火
及
び
警
備
に
関
す
る
計
画
そ
の
他
専
攻
科

の
施
設
及
び
設
備
の
管
理
に
関
す
る
計
画
を
定
め
、
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
二
十
二
条

 
校
長
は
、
盗
難
災
害
等
の
事
故
に
よ
り
学
校
の
施
設
及
び
設
備
の
全
部
又
は
一

部
が
亡
失
し
、
又
は
き
損
し
た
場
合
は
、
す
み
や
か
に
教
育
委
員
会
に
報
告
し
、

そ
の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

責
任
者
は
、
盗
難
災
害
等
の
事
故
に
よ
り
専
攻
科
の
施
設
及
び
設
備
の
全
部
又

は
一
部
が
亡
失
し
、
又
は
き
損
し
た
場
合
は
、
す
み
や
か
に
教
育
委
員
会
に
報

告
し
、
そ
の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
二
十
四
条

 
校
長
は
、
学
校
の
施
設
又
は
設
備
に
変
更
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

責
任
者
は
、
専
攻
科
の
施
設
又
は
設
備
に
変
更
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
二
十
五
条
第
一
項

 
学
校
は
、
当
該
学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に
つ
い
て
、
自

ら
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

指
定
管
理
法
人
は
、
専
攻
科
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
専
攻
科
の
運
営
の
状
況
に

つ
い
て
、
自
ら
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

 

第
二
十
五
条
第
二
項

 
前
項
の
評
価
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
学
校
は
、
そ
の
実
情
に
応
じ
、
適
切
な

項
目
を
設
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 

前
項
の
評
価
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
指
定
管
理
法
人
は
、
そ
の
実
情
に
応
じ
、

適
切
な
項
目
を
設
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 

第
二
十
六
条

 
学
校
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
た
当
該
学
校
の

幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
の
保
護
者
そ
の
他
の
当
該
学
校
の
関
係
者
（
当
該
学
校

の
職
員
を
除
く
。）

に
よ
る
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

指
定
管
理
法
人
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
た
専

攻
科
の
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
の
保
護
者
そ
の
他
の
専
攻
科
の
関
係
者
（
専
攻

科
の
職
員
を
除
く
。）

に
よ
る
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。

 
第
二
十
七
条

 
学
校
は
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
を
教
育

委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

指
定
管
理
法
人
は
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結

果
を
教
育
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 

第
二
十
八
条

 
学
校
は
、
当
該
学
校
の
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
の
保
護
者
及
び
地
域
住
民
そ
の

他
の
関
係
者
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
者
と
の
連
携
及
び
協
力

の
推
進
に
資
す
る
た
め
、
当
該
学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況

に
関
す
る
情
報
を
積
極
的
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

指
定
管
理
法
人
は
、
専
攻
科
の
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
の
保
護
者
及
び
地
域
住

民
そ
の
他
の
関
係
者
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
者
と
の
連
携
及

び
協
力
の
推
進
に
資
す
る
た
め
、
専
攻
科
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
専
攻
科
の
運

営
の
状
況
に
関
す
る
情
報
を
積
極
的
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
愛
知
県
立
高
等
学
校
学
則
の
読
替
え
）
 

条
項

 
現
在
の
規
則
条
文

 
読
替
え
後
の
規
則
条
文

 

第
三
条
第
二
項

 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
校
長
は
、
愛
知
県
教
育
委
員
会
に
届
け
出
て
、

学
年
を
次
の
二
学
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
前
期
 
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で

 
 
後
期
 
十
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

 
 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
責
任
者
は
、
愛
知
県
教
育
委
員
会
に
届
け
出
て
、

学
年
を
次
の
二
学
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
前
期
 
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で

 
 
後
期
 
十
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

 

第
三
条
第
三
項

 
校
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
愛
知
県
教
育
委
員
会
に
届
け
出
て
、

学
期
の
始
期
及
び
終
期
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

責
任
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
愛
知
県
教
育
委
員
会
に
届
け
出

て
、
学
期
の
始
期
及
び
終
期
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
四
条
第
一
項
た
だ

し
書

 
次
に
掲
げ
る
日
は
、
授
業
を
行
わ
な
い
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
校
長
は
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
一
 
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日

 
 
二
 
日
曜
日
及
び
土
曜
日

 
 
三
 
夏
季
休
業
日
 
七
月
二
十
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で

 
 
四
 
冬
季
休
業
日
 
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
翌
年
一
月
六
日
ま
で

 
 
五
 
春
季
休
業
日
 
三
月
二
十
一
日
か
ら
四
月
五
日
ま
で

 
 

次
に
掲
げ
る
日
は
、
授
業
を
行
わ
な
い
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
責
任
者
は
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
一
 
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日

 
 
二
 
日
曜
日
及
び
土
曜
日

 
 
三
 
夏
季
休
業
日
 
七
月
二
十
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で

 
 
四
 
冬
季
休
業
日
 
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
翌
年
一
月
六
日
ま
で

 
 
五
 
春
季
休
業
日
 
三
月
二
十
一
日
か
ら
四
月
五
日
ま
で
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指 定 公 立 国 際 教 育 学 校 等 管 理 法 人 に よ る 愛 知 県 立 愛 知 総 合 工 科 高 等 学 校 の 専 攻 科 の 管 理 に 関 す る 条

例 施 行 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。 

  平 成 二 十 八 年  月  日 

愛 知 県 教 育 委 員 会 委 員 長 佐 藤 元 英   

愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号 

指 定 公 立 国 際 教 育 学 校 等 管 理 法 人 に よ る 愛 知 県 立 愛 知 総 合 工 科 高 等 学 校 の 専 攻 科 の 管 理 に 関

す る 条 例 施 行 規 則 

（ 趣 旨 ） 

第 一 条 こ の 規 則 は 、 指 定 公 立 国 際 教 育 学 校 等 管 理 法 人 に よ る 愛 知 県 立 愛 知 総 合 工 科 高 等 学 校 の 専 攻

科 の 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 愛 知 県 条 例 第 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 

（ 用 語 ） 

第 二 条 こ の 規 則 で 使 用 す る 用 語 は 、 条 例 で 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。 

（ 条 例 第 二 条 第 一 項 の 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 事 項 ） 

第 三 条 条 例 第 二 条 第 一 項 の 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。 

一 指 定 管 理 法 人 業 務 の 範 囲 

二 指 定 管 理 法 人 の 指 定 の 期 間 

三 指 定 管 理 法 人 の 指 定 の 申 請 の 方 法 

四 指 定 管 理 法 人 の 選 定 に 係 る 審 査 の 基 準 

五 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 教 育 委 員 会 が 必 要 と 認 め る 事 項 

（ 指 定 管 理 法 人 の 指 定 の 申 請 等 ） 

第 四 条 条 例 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 は 、 教 育 委 員 会 が 定 め る 期 間 内 に 、 指 定 管 理 法 人 指 定 申

請 書 （ 様 式 第 一 ） を 教 育 委 員 会 に 提 出 す る こ と に よ り 行 う も の と す る 。 

２ 条 例 第 二 条 第 二 項 の 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。 

一 寄 附 行 為 又 は 定 款 

二 登 記 事 項 証 明 書 

三 教 育 委 員 会 が 指 定 す る 事 業 年 度 の 貸 借 対 照 表 及 び 収 支 計 算 書 、 正 味 財 産 増 減 計 算 書 若 し く は 活

動 計 算 書 又 は こ れ ら に 準 ず る も の 

四 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 事 項 を 記 載 し た 書 類 

五 現 に 行 っ て い る 業 務 の 概 要 を 記 載 し た 書 類 

六 専 攻 科 の 管 理 を 担 当 す る 役 員 が 当 該 管 理 を 行 う た め に 必 要 な 知 識 又 は 経 験 を 有 す る こ と を 証

す る 書 類 

七 国 家 戦 略 特 別 区 域 法 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 百 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 十 二 条 の 三 第 二 項

各 号 に 該 当 し な い こ と を 誓 約 す る 書 類 
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八 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 教 育 委 員 会 が 必 要 と 認 め る 書 類 

（ 名 称 等 の 変 更 の 届 出 ） 

第 五 条 指 定 管 理 法 人 は 、 名 称 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 、 代 表 者 若 し く は 役 員 （ 専 攻 科 の 管 理 を 担 当

す る 役 員 を 除 く 。 以 下 「 代 表 者 等 」 と い う 。 ） 又 は 寄 附 行 為 若 し く は 定 款 に 変 更 が あ っ た と き は 、 速

や か に 、 名 称 等 変 更 届 出 書 （ 様 式 第 二 ） に 、 そ の 事 実 を 証 す る 書 類 及 び 代 表 者 等 の 変 更 の 場 合 に あ っ

て は 、 変 更 後 の 代 表 者 等 が 法 第 十 二 条 の 三 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 者 に 該 当 し な い こ と を 誓 約 す る

書 類 を 添 え て 、 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２ 指 定 管 理 法 人 は 、 専 攻 科 の 管 理 を 担 当 す る 役 員 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 専 攻 科 管 理 担 当 役 員

変 更 届 出 書 （ 様 式 第 三 ） に 、 当 該 役 員 に な ろ う と す る 者 が 当 該 管 理 を 行 う た め に 必 要 な 知 識 又 は 経

験 を 有 す る こ と を 証 す る 書 類 及 び 法 第 十 二 条 の 三 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 者 に 該 当 し な い こ と を 誓

約 す る 書 類 を 添 え て 、 あ ら か じ め 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 や む を 得 な い 事

情 に よ り あ ら か じ め 提 出 す る こ と が で き な か っ た と き は 、 事 後 に お い て 速 や か に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。 

（ 指 定 管 理 法 人 が 管 理 を 行 う 専 攻 科 に 係 る 愛 知 県 立 学 校 管 理 規 則 等 の 適 用 に 関 す る 特 例 ） 

第 六 条 指 定 管 理 法 人 が 管 理 を 行 う 専 攻 科 に 係 る 愛 知 県 立 学 校 管 理 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 愛 知 県 教 育 委

員 会 規 則 第 九 号 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 同 規 則 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲

げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と し 、 同 規 則 第 十 条 か ら 第 十 二 条 の 七 ま で 、 第 十 三

条 の 二 、 第 十 三 条 の 三 及 び 第 十 五 条 か ら 第 十 八 条 ま で の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 

第 三 条 校 長 は 、 前 条 の 教 育 課

程 

指 定 公 立 国 際 教 育 学 校 等 管 理 法 人 に よ る 愛 知

県 立 愛 知 総 合 工 科 高 等 学 校 の 専 攻 科 の 管 理 に

関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 愛 知 県 条 例 第 号 。

以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す

る 責 任 者 （ 以 下 「 責 任 者 」 と い う 。 ） は 、 前 条

の 教 育 課 程 を 校 長 が 編 成 し た と き 

第 四 条 第 一 項 校 長 責 任 者 

第 六 条 学 校 愛 知 県 立 愛 知 総 合 工 科 高 等 学 校 の 専 攻 科 （ 以

下 「 専 攻 科 」 と い う 。 ） 

 校 長 責 任 者 

第 七 条 校 長 責 任 者 

 行 つ た 校 長 が 行 つ た 

第 八 条 学 校 専 攻 科 

 校 長 責 任 者 

第 十 三 条 第 一 項 校 長 責 任 者 

 校 務 分 掌 条 例 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 法 人 業
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務 （ 以 下 「 指 定 管 理 法 人 業 務 」 と い う 。 ） 分 掌

 校 務 を 指 定 管 理 法 人 業 務 を 
第 十 三 条 第 二 項 校 長 が 校 務 分 掌 責 任 者 が 指 定 管 理 法 人 業 務 分 掌 

第 十 四 条 校 長 責 任 者 

第 十 九 条 か ら 第 二 十 二 条

ま で 及 び 第 二 十 四 条 

校 長 責 任 者 

学 校 専 攻 科 

第 二 十 五 条 第 一 項 学 校 は 条 例 第 一 条 に 規 定 す る 指 定 管 理 法 人 （ 以 下 「 指

定 管 理 法 人 」 と い う 。 ） は 

 当 該 学 校 専 攻 科 

 学 校 運 営 専 攻 科 の 運 営 

第 二 十 五 条 第 二 項 学 校 指 定 管 理 法 人 

第 二 十 六 条 学 校 は 指 定 管 理 法 人 は 

 当 該 学 校 専 攻 科 

第 二 十 七 条 学 校 指 定 管 理 法 人 

第 二 十 八 条 学 校 は 指 定 管 理 法 人 は 

 当 該 学 校 専 攻 科 

 学 校 運 営 専 攻 科 の 運 営 

２ 指 定 管 理 法 人 が 管 理 を 行 う 専 攻 科 に 係 る 愛 知 県 立 高 等 学 校 学 則 （ 昭 和 三 十 九 年 愛 知 県 教 育 委 員 会

規 則 第 二 号 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 同 規 則 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る

字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と し 、 同 規 則 第 八 条 、 第 十 四 条 及 び 第 十 六 条 の 規 定 は 、

適 用 し な い 。 

第 三 条 第 二 項 校 長 指 定 公 立 国 際 教 育 学 校 等 管 理 法 人 に よ る 愛 知

県 立 愛 知 総 合 工 科 高 等 学 校 の 専 攻 科 の 管 理 に

関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 愛 知 県 条 例 第 号 ）

第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 責 任 者 （ 以 下 「 責 任

者 」 と い う 。 ） 

第 三 条 第 三 項 及 び 第 四 条

第 一 項 た だ し 書 

校 長 責 任 者 

３ 指 定 管 理 法 人 が 管 理 を 行 う 専 攻 科 に つ い て は 、 愛 知 県 立 学 校 の 職 員 の 職 の 設 置 に 関 す る 規 則 （ 昭

和 三 十 九 年 愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ） の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 

（ 雑 則 ） 

第 七 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 教 育 委 員 会 が 定 め る 。 

附 則 

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 六 条 の 規 定 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一

7



日 か ら 施 行 す る 。 
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